
以下のような取引について令和３年４月以降に
勧誘された・契約した方の情報提供をお願いします

消費者事業者

第三者

（アプリ利用者
＝大企業や外国
政府の場合も）

②代金の支払

④利用

⑤利用料の支払

①「アプリのライセンス」を販売

⑥レンタルフィー又は配当金と称するお金の支払
（仮想通貨の場合も）

アプリ

主に知人経由や
セミナーで勧誘

社名はさまざまで、
社名を出さない場合も

あります

③タブレットを提供する場合も

（実態は不明）

※ なお、この取引形態により消費者被害が発生した例があることから、不審な点があった場合は、
お金を支払う前に、まず各地の消費生活センター等に相談しましょう（電話番号は局番なしの １８８）。
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